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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受光された赤外線量に基づいて物体表面の温度を示す温度分布画像を撮像するサーモグ
ラフィ装置を用いて血管に関する画像を撮像することを支援する撮像支援装置であって、
　血液透析を受ける患者の血液を体外循環させる血液回路を流れる血液の温度を測定する
温度センサから、前記患者の血液温度を取得する血液温度取得手段と、
　前記患者の体表面を撮像可能なサーモグラフィ装置から取得した温度分布画像に基づい
て、前記患者の体表面温度を測定する体表面温度測定手段と、
　前記取得された血液温度及び前記測定された体表面温度に基づいて、体外循環する前記
患者の血液と透析膜を介して接触する透析液の温度調節機構を制御して、前記血液回路か
ら前記患者の血管へ導入される血液の温度を、前記測定された体表面温度と異なる温度に
昇降させる温度調節手段と
　を備える撮像支援装置。
【請求項２】
　前記温度調節手段は、前記取得された血液温度と前記測定された体表面温度との差が基
準温度差に満たない場合に、前記患者の血管へ導入される血液の温度と前記測定された体
表面温度との差を大きくするように前記温度調節機構を制御して、前記患者の血管へ導入
される血液の温度を昇降させる、
　請求項１に記載の撮像支援装置。
【請求項３】
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　前記血液温度取得手段は、各時点の血液温度を順次取得し、
　前記体表面温度測定手段は、各時点の前記患者の体表面温度を順次測定し、
　前記撮像支援装置は、前記取得された血液温度と前記測定された体表面温度との間に前
記基準温度差があることを検知した場合に、前記サーモグラフィ装置によって順次撮像さ
れる温度分布画像を録画する処理を開始する録画開始手段を更に備える、
　請求項２に記載の撮像支援装置。
【請求項４】
　前記録画開始手段は、前記取得された血液温度と前記測定された体表面温度との間に前
記基準温度差がある状態が所定時間継続したことを検知した場合に、前記録画する処理を
開始する、
　請求項３に記載の撮像支援装置。
【請求項５】
　前記血液回路には、前記患者の脱血口から導出された血液を、前記透析膜を用いて血液
浄化を行うダイアライザへ向かう正方向、または、前記ダイアライザから前記患者の脱血
口へ向かう逆方向へ送出する血液ポンプが設けられており、
　前記撮像支援装置は、前記血液ポンプが血液を前記正方向への送出を行っている場合に
おいて、前記取得された血液温度と前記測定された体表面温度との間に前記基準温度差が
あることを検知したときに、所定の期間、血液を前記逆方向へ送出するように前記血液ポ
ンプを制御する、
　請求項２から４の何れか一項に記載の撮像支援装置。
【請求項６】
　前記血液回路は、前記患者に設けられた血液透析用のシャントに接続され、
　前記サーモグラフィ装置は、前記患者のシャントが位置する範囲を含む体表面の温度分
布画像を撮像可能に設置される、
　請求項１から５の何れか一項に記載の撮像支援装置。
【請求項７】
　前記温度センサは、前記血液回路のうち、前記透析膜を用いて血液浄化を行うダイアラ
イザを経由した血液を前記患者の血管へ導入する部分である静脈側血液回路を流れる血液
の温度を測定可能に設けられる、
　請求項１から６の何れか一項に記載の撮像支援装置。
【請求項８】
　透析膜を介して血液と接触する血液を浄化するダイアライザと、
　前記ダイアライザへ透析液を供給する透析液供給路と、
　前記透析液供給路から供給される透析液の温度を調節する温度調節機構と、
　患者から導出した血液を、前記ダイアライザを経由して前記患者へ導入する血液回路と
、
　前記血液回路を流れる血液の温度を測定する温度センサと
　を有し、
　受光された赤外線量に基づいて物体表面の温度を示す温度分布画像を撮像するサーモグ
ラフィ装置を用いて血管に関する画像を撮像することを支援し、前記サーモグラフィ装置
と通信可能な透析装置であって、
　血液透析を受ける患者の体表面を撮像可能な前記サーモグラフィ装置から取得した温度
分布画像に基づいて、前記患者の体表面温度を測定し、
　前記温度センサから取得される前記患者の血液温度、及び前記測定された体表面温度に
基づいて、前記透析液の温度調節機構を制御して、前記血液回路から前記患者の血管へ導
入される血液の温度を、前記測定された体表面温度と異なる温度に昇降させる、
　透析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、血管に関する画像の撮像及び透析装置の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　血液透析では、十分な血液量の体外循環で血液透析を繰り返し実施することが可能とな
るように、患者にシャントが設けられる。シャントは、例えば、前腕などの皮下において
動静脈を人為的に吻合することによって作製される。シャント付近の血管では、狭窄、閉
塞、血栓形成、動静脈癌形成などのトラブルが生ずることがある。
【０００３】
　従来、このようなトラブルの発見、診断、治療等のために、Ｘ線を用いた血管撮影検査
法（血管造影検査法）が頻用されている。この血管撮影検査法では、対象血管あるいはそ
の近傍の血管にカテーテル等を挿入し、これよりＸ線不透過性の造影剤を注入し、Ｘ線を
用いてこれを撮影する。
【０００４】
　また、血管に関する画像を得るその他の方法も提案されている。例えば、血管内に注入
した造影剤を用いた核磁気共鳴法によるイメージング方法も提案されている（特許文献１
を参照）。また、造影剤を使用しない核磁気共鳴法も提案されている。また、赤外光を用
いた、腹腔鏡手術等の外科手術用の血管観察システムが提案されている（特許文献２を参
照）。この血管観察システムでは、体腔内の血管と他臓器との温度差の情報を基にして血
管の位置が特定される。また、冠動脈に保護液を注入して血管サーモグラフィを行う方法
も提案されている（特許文献３を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２６１５５号公報
【特許文献２】特開２００６－１４９８４６号公報
【特許文献３】米国特許第４９９５３９８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のＸ線を用いた血管撮影検査法では、造影剤に起因する重篤な副作用や放射線被ば
くが生じる可能性がある。また、腎毒性を有する造影剤は、血液透析を受けるような腎疾
患の患者に対して、その使用が好ましくない。
【０００７】
　また、核磁気共鳴法では、比較的高価で大型の装置が用いられる上に、体内金属や心臓
ペースメーカを持つ患者には禁忌である。また、上述の赤外光を用いた血管観察システム
では、腹腔鏡手術等の外科手術における体腔内の血管が対象とされているため、シャント
付近の皮静脈等の体表面近くに位置する血管の位置の特定には適さない可能性がある。ま
た、冠動脈に保護液を注入して血管サーモグラフィを行う方法では、保護液の注入のため
に穿刺等することを要し、患者に負担がかかる可能性がある。
【０００８】
　このような状況に鑑み、本発明は、血液透析を受ける患者の血管について、より簡単に
、安全に血管撮影を行うための支援技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明では、上記課題を解決するために、以下の手段を採用した。すなわち、本発明は
、受光された赤外線量に基づいて物体表面の温度を示す温度分布画像を撮像するサーモグ
ラフィ装置を用いて血管に関する画像を撮像することを支援する撮像支援装置であって、
血液透析を受ける患者の血液を体外循環させる血液回路を流れる血液の温度を測定する温
度センサから、患者の血液温度を取得する血液温度取得手段と、患者の体表面を撮像可能
なサーモグラフィ装置から取得した温度分布画像に基づいて、患者の体表面温度を測定す
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る体表面温度測定手段と、記取得された血液温度及び測定された体表面温度に基づいて、
体外循環する患者の血液と透析膜を介して接触する透析液の温度調節機構を制御して、血
液回路から患者の血管へ導入される血液の温度を、測定された体表面温度と異なる温度に
昇降させる温度調節手段とを備える撮像支援装置として例示できる。
【００１０】
　このような撮像支援装置では、温度分布画像から測定された体表面温度と取得された血
液温度とに基づいて、体外循環する血液と接触する透析液の温度調節機構が制御され、患
者の血管へ導入される血液の温度が、体表面温度と異なる温度に昇降される。そのため、
サーモグラフィ装置が撮像する患者の体表面の温度分画像（サーモグラフィと呼ばれる画
像等）において、当該異なる温度の血液が導入された血管が位置する領域とその他の領域
との間に温度差を生じさせ、当該温度差により示される血管の画像を得ることが可能とな
る。血管の画像を得るにあたり、重篤な副作用を有する造影剤、大型の装置、Ｘ線等を用
いることを要しない。加えて、画像を得るためだけに、血管に穿刺することも要しない。
よって、血液透析を受ける患者の血管について、より簡単、安全に血管撮影を行うことが
できる。
【００１１】
　なお、本発明は、上記の撮像支援装置を含む透析装置としても把握することが可能であ
る。また、本発明は、コンピュータその他の装置等（以下、「コンピュータ等」とも表記
する）によって実行される情報処理方法、または情報処理方法をコンピュータ等に実行さ
せるためのプログラムとしても把握することも可能である。また、本発明は、そのような
プログラムをコンピュータ等が読み取り可能な記録媒体に記録したものとしても把握でき
る。ここで、コンピュータ等が読み取り可能な記録媒体とは、データやプログラム等の情
報を電気的、磁気的、光学的、機械的、または化学的作用によって蓄積し、コンピュータ
等から読み取ることができる記録媒体をいう。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、血液透析を受ける患者の血管について、より簡単に、安全に血管撮影
を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、サーモグラフィを用いた血管撮影の原理を説明するための説明図である
。
【図２】図２は、ゲルを用いた実験例に係る可視光の写真の例である。
【図３】図３は、ゲルを用いた実験例に係るサーモグラフィの例を示す図面代用写真であ
る。
【図４】図４は、正常前腕を用いた実験例に係るサーモグラフィの例を示す図面代用写真
である。
【図５】図５は、実施形態に係る透析装置を含む医療用システムを例示する構成図である
。
【図６】図６は、実施形態におけるサーモグラフィ装置、及び透析装置の制御装置のハー
ドウェア構成を例示する図である。
【図７】図７は、透析装置の制御装置の主な機能構成を例示する構成図である
【図８】図８は、血液温度の自動調節処理の流れを例示するフローチャートである。
【図９】図９は、サーモグラフィの録画の自動開始処理の流れを例示するフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　説明は、次の順序で記載される。
　§１．血管撮影の原理
　　　概要
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　　　実験例
　§２．実施形態
　　　システム構成
　　　動作の流れ
　　　作用効果
　　　その他
【００１５】
　§１．血管撮影の原理
　＜概要＞
　図１は、サーモグラフィを用いた血管撮影の原理を説明するための説明図である。図１
には、サーモグラフィ装置Ｔ（「サーモアンジオグラフィー装置」や「Ｔｈｅｒｍｏａｎ
ｇｉｏｇｒａｐｈｙ　Ｓｙｓｔｅｍ」とも呼ばれる）、撮影対象の血管を有する血液透析
を受ける患者Ｐ１、及び撮影画像ＩＭが示されている。サーモグラフィ装置Ｔは、赤外線
センサを用いて物体表面の温度分布を取得して画像化する装置である。患者Ｐ１の左腕の
皮下には、血液透析用の自己血管による内シャントが作製されている。図１では、動脈Ａ
１と静脈Ｖ１とが吻合部Ｃ１で吻合されている。動脈Ａ１の動脈血が吻合部Ｃ１から静脈
Ｖ１に流入し、静脈Ｖ１の豊富な血流が確保される。静脈Ｖ１は、穿刺が容易な、皮下を
走行する皮静脈である。
【００１６】
　まず、サーモグラフィ装置Ｔのレンズが患者Ｐ１の左腕のシャント付近に向けられ、動
画としての連続的なサーモグラフィを撮影するように設置される。次に、患者Ｐ１の動脈
Ａ１内に生理食塩水を注入する。ここで、注入される生理食塩水の温度は、患者Ｐ１の左
腕の体温や体表面温度（皮膚温）と異なる温度、例えば、２５℃である。動脈Ａ１内に注
入された生理食塩水は、血管内の血流によって、その一部が吻合部Ｃ１を通って静脈Ｖ１
へ流入し、中枢方向へ移動する。生理食塩水の温度が血管の周囲にある組織の温度の異な
るため、サーモグラフィ装置Ｔのディスプレイに表示される撮影画像ＩＭには、生理食塩
水が通った軌跡が周囲と異なる彩色を有する部位として表れる。当該撮影画像ＩＭにより
、血液が通る皮下の血管内腔の領域や、血流の状況を観察し、検査や診断を行うことが可
能となる。なお、図１の撮影画像ＩＭには、サーモグラフィではなく、血管の形状を模式
的に表した画像を掲載している。
【００１７】
　＜実験例＞
　以上説明したサーモグラフィを用いた血管撮影の原理に沿った実験例として、ゲルを用
いた実験例及び正常前腕を用いた実験例を説明する。これらの実験例は、血液透析の患者
に関する実験ではないが、血液透析の患者においても、検査や診断に役立つ血管に関する
サーモグラフィが得られると思料される。
【００１８】
　（ゲルを用いた実験例）
　図２は、ゲルを用いた実験例に係る可視光の写真の例である。写真には、トレイＥ１に
入れられた約３７℃のゲルＥ２、及びゲルＥ２内を紙面左右に通過するチューブＥ３が示
されている。チューブＥ３のゲルＥ２内を通過する部分の中央付近には、狭窄部Ｅ３１が
作製してある。また、チューブＥ３の狭窄部Ｅ３１付近は、チューブＥ３の他の部分より
も浅い位置でゲルＥ２内を通過するように配置されている。
【００１９】
　図３は、ゲルを用いた実験例に係るサーモグラフィの例である。チューブＥ３内に約１
０℃の生理食塩水を環流し、図３に示されるサーモグラフィが得られた。なお、図３は、
本来はカラー画像である。
【００２０】
　当該サーモグラフィには、周囲と異なる色を有する領域Ｒ１がある。領域Ｒ１は、ゲル
Ｅ２と温度差を有したまま、浅い位置のチューブＥ３内を移動する生理食塩水を表してい
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る。領域Ｒ１によって、チューブＥ３の位置する領域が撮影されたことになる。また、当
該サーモグラフィには、領域Ｒ２がある。領域Ｒ２は、チューブＥ３の狭窄部Ｅ３１の形
状と対応しており、狭窄部Ｅ３１が撮影されたことになる。また、当該サーモグラフィに
は、領域Ｒ３がある。領域Ｒ３は、ゲルＥ２外に位置するチューブＥ３内の生理食塩水を
表している。
【００２１】
　（正常前腕を用いた実験例）
　図４は、正常前腕を用いた実験例に係るサーモグラフィの例である。正常前腕の皮静脈
を穿刺して、約１０℃の生理食塩水を静注すると、図４に示されるサーモグラフィが得ら
れた。当該サーモグラフィには、周囲と異なる色の領域Ｒ４がある。領域Ｒ４の周囲は、
約３２℃を示すのに対し、領域Ｒ４は、約２９．５℃を示す。領域Ｒ４は、体温や体表面
温と温度差を有したまま皮静脈内を移動する生理食塩水を表している。領域Ｒ４によって
、皮静脈の位置する領域が撮影されたことになる。なお、黒色の領域Ｒ５は、静注に用い
られたチューブを表している。
【００２２】
　§２．実施形態
　本発明の実施の形態（以下、「本実施形態」とも表記する）を図面に基づいて説明する
。本実施形態では、「撮像支援装置」は、透析装置内で透析装置を制御する制御装置とし
て実施される。なお、「撮像支援装置」は、透析装置とは独立した装置として実施されて
もよい。また、「温度分布画像」は、サーモグラフィとして説明される。以下に説明する
実施の形態は、本発明を実施する一例を示すものであって、本発明を以下に説明する具体
的な構成に限定するものではない。本発明を実施するにあたっては、実施の形態に応じた
具体的な構成が適宜採用されることが好ましい。
【００２３】
　本実施形態の透析装置及びサーモグラフィ装置を含む医療用システムでは、血液透析を
受ける患者に導入される血液の温度調節、及び適切なタイミングでのサーモグラフィの自
動録画等に関する機能が提供され、上述の原理による血管撮影が支援される。
【００２４】
　＜システム構成＞
　図５は、本実施形態に係る透析装置を含む医療用システムを例示する構成図である。図
５（Ａ）には、サーモグラフィ装置１、透析装置２、及び患者Ｐが示されている。医療用
システムは、サーモグラフィ装置１及び透析装置２を有しており、例えば、透析室や個室
のベッドサイドに設置される。図５（Ｂ）は、透析装置２の外観の一部を示す斜視図であ
る。
【００２５】
　サーモグラフィ装置１は、上述の図１のサーモグラフィ装置Ｔと同様に、赤外線センサ
を用いて物体表面の温度分布を取得して画像化する装置である。本実施形態のサーモグラ
フィ装置１は、透析装置２の制御装置２５と通信線Ｗ１で接続され、透析装置２と通信し
て連携動作する。本実施形態のサーモグラフィ装置１は、患者Ｐのシャントが位置する範
囲を含む体表面を適切に撮像できるように、カメラスタンド等を用いて設置される。レン
ズ等を有するサーモグラフィ装置１の光学部１０Ａは、患者Ｐの前腕、すなわち、患者Ｐ
と透析装置２とが接続される部位に向けられ、フォーカス等が調整される。サーモグラフ
ィ装置１のハードウェアの詳細は後述する。なお、サーモグラフィ装置１と透析装置２と
は、無線通信を行ってもよい。
【００２６】
　透析装置２は、患者Ｐの血液を体外循環させて血液透析を行う装置である。本実施形態
の透析装置２は、例えば、１名分の透析液の供給能力を有する透析液供給装置を備えた個
人用透析装置である。また、透析装置２は、血液透析のための各種の作業を省力化する透
析支援機能として、血液回路及びダイアライザの洗浄等を自動で行う自動プライミング、
脱血補助や自動返血等の機能を提供する自動型の透析装置である。なお、透析装置２は、
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多人数用透析液供給装置及び透析用コンソールを有するものであってもよい。また、透析
装置２は、血液透析に加えて血液ろ過も同時に行う装置であってもよい。
【００２７】
　図５（Ｂ）が示すように、透析装置２は、透析装置２を制御する制御装置２５等を収納
する筐体２０、移動用のキャスター２０２、タッチパネル等である操作部２５６、ディス
プレイ等である表示部２５７を有する。また、図５（Ａ）が示すように、透析装置２は、
動脈側血液回路２１Ａ、静脈側血液回路２１Ｂ、血液ポンプ２２、ダイアライザ２３、血
液温度センサ２４、透析液供給装置２６、及び透析液供給路２７を有する。動脈側血液回
路２１Ａと静脈側血液回路２１Ｂとは、血液回路２１を構成する。
【００２８】
　血液回路２１は、患者Ｐから動脈側血液回路２１Ａを介して導出した血液を、ダイアラ
イザ２３を経由させて、静脈側血液回路２１Ｂを介して患者Ｐへ導入するための流路であ
る。血液回路２１は、例えば塩化ビニル樹脂製のチューブで形成される。血液回路２１は
、より断熱性が高い素材で形成されてもよく、透光性の高い断熱材で被覆されてもよい。
動脈側血液回路２１Ａ及び静脈側血液回路２１Ｂそれぞれは、患者Ｐの血管とダイアライ
ザ２３とを接続する。動脈側血液回路２１Ａには、ローラーポンプ等である血液ポンプ２
２が設けられる。血液ポンプ２２が正回転することで、動脈側血液回路２１Ａ内に充填さ
れた血液が、ダイアライザ２３側へ送出され、患者Ｐの血液が血液回路２１内を体外循環
する。血液ポンプ２２は、逆回転可能であり、血液ポンプ２２が逆回転することで、動脈
側血液回路２１Ａ内の血液が、ダイアライザ２３側から患者Ｐの血管側へ送出される。
【００２９】
　ダイアライザ２３は、半透膜である中空糸膜等の透析膜を有し、透析液を用いて血液浄
化を行うモジュールである。血液回路２１から血液が供給され、透析液供給装置２６に接
続された透析液供給路２７から透析液が供給される。供給される血液と透析液とは、透析
膜を介して接触する。
【００３０】
　血液温度センサ２４（「温度センサ」の一例）は、静脈側血液回路２１Ｂを流れる血液
の温度を測定可能に設置された流体測定用の温度センサである。血液温度センサ２４は、
例えば、医療用のサーミスタである。血液温度センサ２４は、制御装置２５と通信可能に
接続され、所定時間間隔で測定した各時点の血液温度のデータを制御装置２５へ順次出力
する。なお、本実施形態では、血液温度センサ２４として、接触型の温度センサが用いら
れるが、非接触型の温度センサが採用されてもよい。また、血液温度センサ２４は、患者
Ｐへ導入される直前の血液の温度を測定できるため、好ましくは静脈側血液回路２１Ｂを
流れる血液の温度を測定可能に設置されるが、動脈側血液回路２１Ａを流れる血液の温度
を測定可能に設置されてもよい。
【００３１】
　制御装置２５は、透析装置２を制御するコンピュータである。血液ポンプ２２、血液温
度センサ２４、透析液供給装置２６等の透析装置２の各モジュールと接続され、各モジュ
ールを制御する。また、制御装置２５は、上述の操作部２５６及び表示部２５７と接続さ
れ、ユーザからの操作の受け付けること、及び、各種情報をユーザへ提示することが可能
である。また、制御装置２５は、通信線Ｗ１を介してサーモグラフィ装置１と通信可能で
ある。制御装置２５のハードウェアの詳細は、後述する。
【００３２】
　透析液供給装置２６は、透析液供給路２７を介して、希釈等して調整した透析液を、ポ
ンプ等によりダイアライザ２３へ提供する装置である。透析液供給路２７は、ダイアライ
ザ２３へ透析液を供給するための流路である。透析液供給装置２６は、供給する透析液を
加温して温度調節するための透析液加温器２９（「透析液の温度調節機構」の一例）を有
する。透析液加温器２９は、例えばヒータである。なお、透析液加温器２９の代わりに、
チラーやヒートポンプ等で構成される、加温及び冷却の双方が可能な加温冷却装置が採用
されてもよい。
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【００３３】
　患者Ｐは、血液透析を受ける患者であり、サーモグラフィを用いて撮像される対象血管
を有する。患者Ｐの前腕の皮下には、血液透析用の自己血管の内シャントが作製されてい
る。本実施形態では、当該シャントが撮像される対象血管である。シャントには、血液回
路２１が接続される。具体的には、まず、血液透析用の穿刺針Ｎ１、Ｎ２が、シャントの
動脈側（末梢側）及び静脈側（中枢側）の２箇所に穿刺される。ここで、穿刺箇所は、例
えば、動静脈の吻合部から流入する動脈血によって膨らんだ皮静脈である。動脈側に穿刺
された穿刺針Ｎ１は、動脈側血液回路２１Ａに接続される。一方、静脈側に穿刺された穿
刺針Ｎ２は、静脈側血液回路２１Ｂに接続される。血液透析の体外循環において、動脈側
の穿刺部は、脱血口となり、静脈側の穿刺部は、送血口となる。
【００３４】
　（ハードウェアの詳細）
　図６は、本実施形態におけるサーモグラフィ装置１、及び透析装置２の制御装置２５の
ハードウェア構成を例示する図である。
【００３５】
　サーモグラフィ装置１は、赤外線カメラモジュール１０、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）１２、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄ
ｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の補助記憶装置１４、透析装置２の制御装置２５と接続される通
信コントローラ１５、タッチパネル等である操作部１６、及び液晶ディスプレイ等である
表示部１７を備える。サーモグラフィ装置１が備えるこれらのモジュールは、バス等で電
気的に接続される。
【００３６】
　赤外線カメラモジュール１０は、物体が放射した赤外線を受光し、受光した赤外線量に
応じて計測される物体表面の各位置の温度の分布を示すサーモグラフィを撮像する。赤外
線カメラモジュール１０は、光学部１０Ａ、赤外線センサ１０Ｂ、データ変換回路１０Ｃ
を有する。
【００３７】
　光学部１０Ａは、赤外線を集光するレンズを有し、入射された赤外線を赤外線センサ１
０Ｂに導く。赤外線センサ１０Ｂは、受光した赤外線量を電気信号に変換してデータ変換
回路１０Ｃへ伝達する。赤外線センサ１０Ｂには、多数の赤外線検出素子が２次元配列さ
れる。赤外線センサ１０Ｂには、例えば、横３２０個、縦２４０個の赤外線検出素子が面
状に配置され、各赤外線検出素子が同時に機能する。データ変換回路１０Ｃは、赤外線セ
ンサ１０Ｂの各赤外線検出素子から伝達された電気信号を、温度を示すデジタルデータに
変換し、赤外線検出素子それぞれに対応する温度データを画素として配列したサーモグラ
フィを出力する。ここで出力されるサーモグラフィの各画素は、温度に応じた色を示すデ
ータで表現されてもよく、温度を示す数値データで表現されてもよい。何れの表現であっ
ても、サーモグラフィは、光学部１０Ａが捉えた物体の体表面を格子状に区分した各区域
の温度の集合を示す。赤外線カメラモジュール１０は、ほぼ連続的といえる所定フレーム
レート（例えば１０～２５フレーム／秒の時間分解能）で、各時点（フレーム）のサーモ
グラフィをリアルタイムに順次撮像する。サーモグラフィは、フレームが集合した動画と
して撮像されることになる。サーモグラフィ装置１は、赤外線センサ１０Ｂによって撮像
されたサーモグラフィを、通信コントローラ１５を介して透析装置２の制御装置２５へ転
送可能である。
【００３８】
　サーモグラフィ装置１は、コンピュータでもある。ＣＰＵ１１は、中央処理装置であり
、ＲＡＭ１２等に展開された命令及びデータを処理することで、ＲＡＭ１２、補助記憶装
置１４等を制御する。ＲＡＭ１２は、主記憶装置であり、ＣＰＵ１１によって制御され、
各種命令やデータが書き込まれ、読み出される。補助記憶装置１４は、不揮発性の補助記
憶装置であり、各種プログラム、永続的な保存が求められるデータ等が記憶される。
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【００３９】
　透析装置２の制御装置２５も、ＣＰＵ２５１、ＲＡＭ２５２、ＲＯＭ２５３、及びＨＤ
Ｄ等の補助記憶装置２５４等を備えるコンピュータである。制御装置２５は、サーモグラ
フィ装置１、血液ポンプ２２、血液温度センサ２４、透析液供給装置２６等と接続される
通信コントローラ２５５、及び、操作部２５６や表示部２５７と接続される入出力部２５
８も備える。制御装置２５が備えるこれらのモジュールは、バス等で電気的に接続される
。
【００４０】
　（機能構成）
　図７は、透析装置２の制御装置２５の主な機能構成を例示する構成図である。透析装置
２は、補助記憶装置２５４に記憶されているプログラムが、ＲＡＭ２５２に読み出され、
ＣＰＵ２５１によって実行されることで、透析装置２を、血液温度取得部Ｆ２１、体表面
温度測定部Ｆ２２、温度調節部Ｆ２３、及び録画開始部Ｆ２４を備えた装置として機能さ
せる。また、制御装置２５は、透析装置２を、自動プライミングや自動脱血等の各種の透
析支援機能を備えた装置としても機能させる。なお、血液温度取得部Ｆ２１、体表面温度
測定部Ｆ２２、温度調節部Ｆ２３、及び録画開始部Ｆ２４は、それぞれ、「血液温度取得
手段」、「体表面温度測定手段」、「温度調節手段」、及び「録画開始手段」の一例であ
る。
【００４１】
　なお、本実施形態において、制御装置２５が提供するこれらの機能は、汎用プロセッサ
であるＣＰＵ２５１によって実行されるが、これらの機能の一部または全部は、１または
複数の専用プロセッサ、ハードウェアの演算回路等によって実行されてもよい。ここで、
ハードウェアの演算回路とは、例えば、論理ゲートを組み合わせた加算回路、乗算回路、
フリップフロップ等をいう。
【００４２】
　血液温度取得部Ｆ２１は、血液温度センサ２４から、患者Ｐの静脈側血液回路２１Ｂを
流れる血液の各時点の血液温度をデジタルデータして順次取得する。体表面温度測定部Ｆ
２２は、患者Ｐの体表面を撮像するサーモグラフィ装置１からサーモグラフィを順次取得
し、取得したサーモグラフィに基づいて、患者Ｐの体表面温度を測定する。
【００４３】
　温度調節部Ｆ２３は、血液温度取得部Ｆ２１によって取得された血液温度、及び体表面
温度測定部Ｆ２２によって測定された体表面温度に基づいて、透析液加温器２９を制御し
て、静脈側血液回路２１Ｂから患者Ｐの血管へ導入される血液の温度を、測定された体表
面温度と異なる温度に昇降させる。温度調節部Ｆ２３は、最新の血液温度と最新の体表面
温度との差が基準温度差に満たない場合に、静脈側血液回路２１Ｂから患者Ｐへ導入され
る血液の温度と体表面温度との差を大きくするように透析液加温器２９を制御する。
【００４４】
　録画開始部Ｆ２４は、取得された血液温度と測定された体表面温度との間に基準温度差
があることを検知した場合に、サーモグラフィ装置１によって順次撮像されるサーモグラ
フィの表示及び録画の処理を開始する。
【００４５】
　＜動作の流れ＞
　本実施形態の医療用システムの主な動作の流れを説明する。なお、説明される内容及び
順序は一例であり、内容及び順序には、実施の形態に適したものが適宜採用されることが
好ましい。
【００４６】
　本実施形態の医療用システムは、患者Ｐのベッドサイド等に設置され、患者Ｐの血液透
析のための動作を開始した後、看護師、医師等であるユーザの操作に受け付けると、血液
温度の自動調節の動作、及びサーモグラフィの録画の自動開始動作を行う。それぞれの動
作の処理について順に説明する。
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【００４７】
　（血液透析の開始）
　透析装置２の制御装置２５が、血液透析の開始指示を示す操作を、操作部２５６を介し
て受け付けると、透析装置２で血液透析が開始される。具体的には、血液ポンプ２２が駆
動され、穿刺針Ｎ１を通って患者Ｐから脱血された血液が、動脈側血液回路２１Ａを通っ
てダイアライザ２３へ導かれる。ダイアライザ２３を経由した血液は、静脈側血液回路２
１Ｂ、及び穿刺針Ｎ２を通って患者Ｐの血管へ送血される。血液透析が行われている間、
このような血液回路２１による体外循環が維持される。
【００４８】
　（血液温度の自動調節）
　図８は、血液温度の自動調節処理の流れを例示するフローチャートである。この流れで
は、患者Ｐの血液透析中に、透析装置２の血液回路２１から患者Ｐへ導入される血液の温
度が、患者Ｐの体表面と基準温度差以上の温度差を有するように調節される。この処理の
流れは、透析装置２の制御装置２５が、血管に関するサーモグラフィの自動録画を指示す
る操作を、操作部２５６を介してユーザから受け付けたことを契機に開始する。当該操作
は、例えば、表示部２５７に表示された指示ボタンの押下である。当該操作を受け付けた
ことを契機に、透析装置２の制御装置２５において、ステップＳ１０１～Ｓ１０５の処理
が、短い時間間隔（例えば、１秒間）で繰り返し実行され、血液温度の自動調節が実現す
ることになる。なお、制御装置２５がサーモグラフィの自動録画の終了を指示する操作を
受け付けた場合に、血液温度の自動調節の処理の流れは終了する。また、当該操作が受け
付けられると、後述のサーモグラフィの録画の自動開始の処理も実行される。
【００４９】
　ステップＳ１０１では、血液温度取得部Ｆ２１が、血液温度センサ２４から体外循環す
る患者Ｐの最新の血液温度を取得する。ステップＳ１０１が短い時間間隔で繰り返し実行
されることで、各時点の血液温度が順次取得されることになる。なお、透析装置２の制御
装置２５は、取得した血液温度が、仮に当該血液温度を有する血液が患者Ｐへ導入される
と患者Ｐの健康を害するおそれのある所定範囲の温度（例えば高温）である場合に、血液
ポンプ２２を直ちに停止して、血液透析を中断する制御を行ってもよい。
【００５０】
　ステップＳ１０２では、体表面温度測定部Ｆ２２が、患者Ｐの体表面の最新のサーモグ
ラフィをサーモグラフィ装置１から取得し、取得したサーモグラフィに基づいて、患者Ｐ
の体表面温度を測定する。ここで、最新のサーモグラフィとは、サーモグラフィ装置１が
所定のフレームレートで順次撮像するサーモグラフィのうち、最後に撮像されたものであ
る。本実施形態の体表面温度測定部Ｆ２２は、取得したサーモグラフィの各画素が示す温
度のうちから、人体表面の温度に該当し得る温度群を抽出し、抽出された温度群の平均を
算出して、その算出結果を体表面温度の測定結果とする。なお、体表面温度測定部Ｆ２２
は、抽出された温度群の中で出現回数が最多の温度や、抽出された温度群の中央値を体表
面温度として取り扱ってもよい。ステップＳ１０３が短い時間間隔で繰り返し実行される
ことで、各時点の体表面温度が順次測定されることになる。
【００５１】
　なお、ステップＳ１０１及びＳ１０２の処理は、ステップＳ１０２、Ｓ１０１の順に実
行されてもよく、また、並行また並列に実行されてもよい。
【００５２】
　ステップＳ１０３では、透析装置２の温度調節部Ｆ２３が、ステップＳ１０１で取得さ
れた最新の血液温度とステップＳ１０２で測定された最新の体表面温度との温度差を算出
し、算出した温度差が所定の基準温度差より小さいか否かを判定する。ここで、基準温度
差は、サーモグラフィ装置１により撮像される体表面のサーモグラフィにおいて皮静脈等
の体表面付近の血管が位置する領域と当該領域の周囲の領域とが明瞭に区別可能となる温
度差を生じさせるために、予め定められた値である。基準温度差は、当該血液が導入され
た体表面付近の血管が位置する領域の体表面の温度を、当該血管を流れる血液からの温熱
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または冷熱の熱伝導の影響で、十分に変化させることができるだけの値として定められる
。基準温度差は、赤外線検出素子の温度分解能、血液や体表面組織等の熱伝導率、温度差
のある血液を血管内に供給したときの人体への影響度等を考慮して定められる。なお、透
析装置２は、基準温度差の設定値をユーザから受け付けて、当該設定値を基準温度差とし
て用いてもよい。
【００５３】
　ステップＳ１０３で最新の血液温度と最新の体表面温度との温度差が基準温度差より小
さいと判定された場合（Ｓ１０３；Ｙｅｓ）、処理はステップＳ１０４へ進む。ステップ
Ｓ１０４では、温度調節部Ｆ２３が、透析液加温器２９を制御して、患者Ｐの血管へ導入
される血液の温度と測定された体表面温度との差を大きくするように、血液回路２１から
患者Ｐの血管へ導入される血液の温度を昇降させる。
【００５４】
　具体的には、温度調節部Ｆ２３は、まず、血液の温度を上昇させるかまたは下降させる
かの昇降方向を決定する。温度調節部Ｆ２３は、例えば、血液温度が体表面温度よりも低
い場合に、昇降方向を下降に決定し、血液温度が体表面温度よりも高い場合に、昇降方向
を上昇に決定する。なお、昇降方向の決定方法は、この方法に限定されない。血液の温度
と測定された体表面温度との温度差を大きくするような昇降方向として、一時的には当該
温度差が小さくなるが長期的には大きくなるものが採用されてもよい。例えば、血液温度
が体表面温度よりも高い場合に、下降させることを決定してもよい。
【００５５】
　次に、温度調節部Ｆ２３は、決定された昇降方向に応じて、透析液加温器２９を制御す
る。決定された昇降方向が下降である場合、温度調節部Ｆ２３は、透析液加温器２９を停
止する制御、または、透析液加温器２９の設定温度を下げる制御を行う。ここで、透析液
加温器２９が停止されると、室温が透析液の温度よりも低い環境では、透析液が室温の影
響を受けて冷却されることになる。一方、決定された昇降方向が上昇である場合、温度調
節部Ｆ２３は、停止している透析液加温器２９を稼働させる制御や透析液加温器２９の設
定温度を上げる制御を行う。
【００５６】
　なお、温度調節部Ｆ２３は、血液の温度と体表面温度との温度差を大きくするように、
血液の温度を昇降させるための透析液加温器２９の制御を既に行っている場合、当該制御
を維持してもよい。また、透析液加温器２９の制御は、透析液や血液を変質させないよう
に行われる。また、透析液加温器２９の制御は、制御の結果として起こる透析液や血液の
温度変化が、患者Ｐの健康に影響がなく、かつ、血液透析の浄化効率（クリアランス）の
低下を引き起こさない範囲で実行される。また、透析液加温器２９の代わりに、透析液の
冷却が可能な装置が採用される場合には、温度調節部Ｆ２３は、当該装置を制御して、透
析液を冷却する処理を実行してもよい。
【００５７】
　ステップＳ１０４の制御の結果として、ダイアライザ２３へ供給される透析液の温度が
調節される。温度調節された透析液は、ダイアライザ２３において熱伝導可能な透析膜を
介して血液回路２１を体外循環する血液と接触する。透析液と当該血液との間で熱伝導が
起こり、更に血液が温度調節される。そして、温度調節された血液が、ダイアライザ２３
から静脈側血液回路２１Ｂへ流入し、患者Ｐへ導入されることになる。なお、血液回路２
１を流れる血液は、室温の影響も受けて温度変化するため、温度調節部Ｆ２３は、室温の
影響も加味して、温度を制御することが好ましい。
【００５８】
　ステップＳ１０４の後、処理はステップＳ１０１へ戻る。再度実行されるステップＳ１
０１では、上述のように温度調節されて静脈側血液回路２１Ｂ内を流れる血液の温度が取
得され、ステップＳ１０３では、調節された血液温度に関する判定が行われることになる
。
【００５９】
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　一方、ステップＳ１０３で最新の血液温度と最新の体表面温度との温度差が基準温度差
より小さいと判定されなかった場合（Ｓ１０３；Ｎｏ）、処理はステップＳ１０５へ進む
。ステップＳ１０５では、温度調節部Ｆ２３が、最新の血液温度と最新の体表面温度との
温度差を維持するように、透析液加温器２９の制御を行う。なお、温度調節部Ｆ２３は、
このような温度差を維持するような制御を行わず、ステップＳ１０４において実行された
血液の温度と体表面温度との差を大きくするための透析液加温器２９の制御を単に中止す
るだけでもよい。
【００６０】
　ステップＳ１０５の後、処理はステップＳ１０１に戻る。繰り返し実行されるステップ
Ｓ１０１～Ｓ１０５の処理によって、血液温度と体表面温度との温度差が基準温度差以上
に維持される。
【００６１】
　なお、図８を用いて説明した血液温度の自動調節の方式は、一例であり、種々の方式が
採用されてもよい。例えば、ＯＮ／ＯＦＦ動作、比例動作、積分動作、微分動作、ＰＩＤ
（Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ－Ｉｎｔｅｇｒａｌ－Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌｌｅｒ）動作等の公知の温度制御の方式を応用したものが採用されてもよい。また、本
実施形態では、このように制御装置２５が血液温度の自動調節を実行するが、制御装置２
５は、血液温度を調節するための操作をユーザに促して、ユーザから受け付けた操作に従
って血液温度の調節を実行してもよい。この場合、例えば、温度調節部Ｆ２３は、血液温
度取得部Ｆ２１によって取得された血液温度と体表面温度測定部Ｆ２２によって測定され
た体表面温度との温度差を算出して、算出した温度差と基準温度差とを比較する。血液温
度取得部Ｆ２１は、算出した温度差が基準温度差以上である場合には、サーモグラフィに
よる血管の画像の撮像が可能である旨のメッセージを表示部２５７に表示する。また、血
液温度取得部Ｆ２１は、算出した温度差が基準温度差未満である場合には、サーモグラフ
ィによる血管の画像の撮像が困難である旨のメッセージとともに、血液温度、体表面温度
、当該温度差、及び血液温度の昇降を指示するためのボタンを表示部２５７に表示する。
血液温度取得部Ｆ２１は、血液温度の昇降を指示する操作を、操作部２５６を介してユー
ザから受け付けると、当該操作に従って血液温度が昇降するように、透析液加温器２９を
制御する。
【００６２】
　（サーモグラフィの録画の自動開始）
　図９は、サーモグラフィの録画の自動開始処理の流れを例示するフローチャートである
。この処理の流れは、図８の血液温度の自動調節処理の流れと同様に、透析装置２の制御
装置２５が、血管に関するサーモグラフィの自動録画を指示する操作を、操作部２５６を
介してユーザから受け付けたことを契機に開始する。この処理の流れは、透析装置２の制
御装置２５によって、血液温度の自動調節処理の流れと並列または並行に実行される。
【００６３】
　ステップＳ２０１では、録画開始部Ｆ２４が、血液温度取得部Ｆ２１から取得された血
液温度と、体表面温度測定部Ｆ２２から測定された体表面温度との間に基準温度差がある
ことを検知する。本実施形態の録画開始部Ｆ２４は、取得された血液温度と測定された体
表面温度との温度差を短い時間間隔（例えば１秒間隔）で監視しており、当該温度差が基
準温度差以上である場合に、当該検知が成功したと判定する。当該検知が成功したと判定
されると（Ｓ２０１；Ｙｅｓ）、処理がステップＳ２０２へ進む。録画開始部Ｆ２４が当
該検知に失敗したと判定されると（Ｓ２０１；Ｎｏ）、処理はステップＳ２０１へ戻り、
検知が成功したと判定されるまで、検知のための処理が継続されることになる。
【００６４】
　なお、録画開始部Ｆ２４は、取得された血液温度と測定された体表面温度との温度差が
基準温度差以上となった後、更に当該温度差がある状態が所定時間継続した場合にはじめ
て、検知が成功したと判定してもよい。このようにすることで、血液温度と体表面温度と
の温度差が安定している状況でのサーモグラフィの撮像及び録画が可能となり、より血管
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の位置する領域を判別しやすいサーモグラフィを得ることができる。
【００６５】
　ステップＳ２０２では、録画開始部Ｆ２４が、サーモグラフィ装置１によって順次撮像
されるサーモグラフィの表示及び録画の処理を開始する。当該表示及び録画の処理が開始
すると、制御装置２５が、撮像された各時点のサーモグラフィをサーモグラフィ装置１か
ら順次取得し、取得した各時点のサーモグラフィを、表示部２５７に表示するとともに、
補助記憶装置２５４に記憶する。各時点のサーモグラフィは、所定のフレームレートで順
次表示され、更に経時順に再生可能な動画として録画される。
【００６６】
　ここで表示されるサーモグラフィは、温度に応じた色データを有する画素を面状に２次
元配列した画像である。表示用のサーモグラフィは、各画素の温度データが、所定の配色
規則に従って色データに変換されて生成されている。所定の配色規則は、例えば、高温か
ら順に、白、赤、黄、緑、青に配色する規則である。配色規則として、色相を用いずに濃
淡のみで温度を表現する規則が採用されもよい。当該色データへの変換処理は、制御装置
２５によって実行されてもよいし、サーモグラフィ装置１によってサーモグラフィを制御
装置２５へ転送する前に実行されてもよい。
【００６７】
　なお、制御装置２５は、サーモグラフィ装置１を制御して、サーモグラフィをサーモグ
ラフィ装置１の補助記憶装置１４に記憶させてもよい。また、制御装置２５は、取得した
サーモグラフィを、ネットワークを介して通信可能なコンピュータへ転送して、当該コン
ピュータに記憶させてもよい。また、制御装置２５は、補助記憶装置２５４の代わりに、
ＳＤメモリカード、ＤＶＤ－Ｒ等のリムーバブルメディアにサーモグラフィを記憶させて
もよい。
【００６８】
　＜作用効果＞
　以上説明した本実施形態の医療用システムでは、取得された血液温度とサーモグラフィ
により測定された体表面温度との温度差が基準温度差に満たない場合に、透析液加温器２
９が制御され、患者Ｐの血管へ導入される血液の温度が、体表面温度と基準温度差を有す
る温度に調節された。そのため、サーモグラフィ装置１が撮像する患者Ｐの体表面のサー
モグラフィにおいて、温度調節された血液が導入された血管が皮下に位置する領域とその
他の領域との間に温度差を生じさせ、当該温度差により示される血管の画像を得ることが
可能となる。本実施形態では、重篤な副作用を有する造影剤、大型の装置、Ｘ線等を用い
ることを要しなかった。よって、血液透析を受ける患者の血管について、より簡単、安全
に血管撮影を行うことができる。特に、本実施形態では、患者Ｐに導入される血液の温度
が体表面温度と基準温度差を有するように自動調節されたので、より容易に、血管が位置
する領域が明瞭に示される好適なサーモグラフィを得ることができる。
【００６９】
　更に、本実施形態では、血液温度と体表面温度との間に基準温度差があることが検知さ
れると、サーモグラフィの録画が自動開始された。そのため、体表面と基準温度差を有す
る血液が流れることで血管が位置する領域が観察可能となったサーモグラフィを、容易に
記録でき、記録忘れを抑制することもできる。そして、録画されたサーモグラフィを再生
することで、検査や診断を行うことが可能となる。
【００７０】
　また、本実施形態の医療用システムでは、Ｘ線照射や核磁気共鳴のための大型の装置や
高価な装置が必要とされないため、比較的小型な装置を用いてベッドサイドでも血管に関
する画像が得ることができる。Ｘ線照射装置を用いた血管撮影のように、別室へ移動する
ことや、血液透析とは別の機会に実施することを要しない。そのため、血液透析の機会に
、血管トラブルが起こりやすいシャント等の撮影を簡単に行うことができる。例えば、血
液透析の機会に毎回実施することで、血管の状況を頻繁にモニターして、血管トラブルの
早期発見に貢献することも可能となる。
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【００７１】
　＜その他＞
　（広範囲の血管の画像を得るための使用方法）
　本実施形態の医療用システムを使用してサーモグラフィの録画の自動開始がされた後（
図９のステップＳ２０２の後）、ユーザは、患者Ｐの穿刺針Ｎ２が穿刺された部位よりも
体幹側を用手圧迫し、血液を一時的に逆流させてもよい。このようにすることで、温度調
節されて患者Ｐに導入された血液を、シャントの穿刺針Ｎ１側や動脈との吻合部、更には
吻合された動脈側まで導き、より広範囲に温度差を生じさせて、シャント全体を含む、よ
り広範囲の血管の画像を得ることができる。
【００７２】
　（透析装置２が患者Ｐに接続されていない場合の血管の撮影）
　これまでの説明において、本実施形態の医療用システムは、透析装置２が患者Ｐに接続
された状態で使用された。透析装置２が患者Ｐに接続されていない状態においては、サー
モグラフィ装置１を患者Ｐのシャント付近等を撮像するように設置した上で、患者Ｐの体
表面温度と異なる温度の生理食塩水を、注射器やカテーテル等を用いて患者Ｐの血管内に
導入してもよい。このようにすることで、透析装置２が患者Ｐに接続されていない状況に
おいても、血管に導入された生理食塩水が、サーモグラフィ装置１によって撮像されるサ
ーモグラフィにおいて、血管が皮下に位置する領域とその他の領域との間に温度差を生じ
さえ、温度差により示される血管の画像を得ることができる。例えば、上述の血管撮影の
原理で説明したように、２５℃の生理食塩水をシャント作製で吻合された動脈内へ導入す
ると、患者Ｐのシャント全体を含む広範囲の血管や血流の状況を観察可能なサーモグラフ
ィを得ることができる。なお、生理食塩水は、静脈等のその他の適切な部位から患者Ｐの
血管へ導入されてもよい。
【００７３】
　（生理食塩水を用いたその他の血管の撮影方法）
　また、透析装置２が患者Ｐに接続されて血液透析が実施されているときに、患者Ｐの体
表面温度と異なる温度の生理食塩水を、血液回路２１へ適量注入し、血液回路２１を介し
て患者Ｐの血管へ導入してもよい。当該注入は、例えば、静脈側回路２１Ｂに設けられる
ニードルレスアクセスポートから行うことができる。また、透析装置２には、温度調節し
た生理食塩水を静脈側回路２１Ｂへ供給する機構が設けられ、制御装置２５が当該機構を
制御して、患者Ｐの体表面温度と異なる温度に調節した生理食塩水を静脈側回路２１Ｂへ
供給させてもよい。このような透析装置２によれば、血液透析中における体表面と温度差
を有する生理食塩水の患者Ｐへの導入が支援され、サーモグラフィによる血管撮影をより
簡単に行うことができる。
【００７４】
　（動脈側の穿刺部からの温度調節した血液の導入することを支援する変形例）
　上述の実施形態では、温度調節された血液が、体外循環における送血口である静脈側の
穿刺部（穿刺針Ｎ２の穿刺部）から患者Ｐの血管へ導入された。これに対し、温度調節さ
れた血液を、体外循環の脱血口である動脈側の穿刺部（穿刺針Ｎ１の穿刺部）から患者Ｐ
の血管へ導入することを支援する変形例について、上述の実施形態と異なる点を中心に説
明する。
【００７５】
　本変形例では、上述の実施形態と同様に、透析装置２の温度調節部Ｆ２３が、血液温度
取得部Ｆ２１から取得された血液温度と、体表面温度測定部Ｆ２２から測定された体表面
温度との温度差が基準温度差より小さいか否かを判定する（図８のステップＳ１０３を参
照）。そして、当該温度差が基準温度差より小さいと判定された場合、温度調節部Ｆ２３
は、透析液加温器２９を制御して、血液温度と体表面温度との差を大きくするように、血
液回路２１を体外循環する患者Ｐの血液の温度を昇降させる（図８のステップＳ１０４を
参照）。
【００７６】
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　本変形例では、上述の実施形態と異なり、血液の温度が昇降された後、透析装置２の制
御装置２５が、血液温度取得部Ｆ２１から取得された血液温度と、体表面温度測定部Ｆ２
２から測定された最新の体表面温度との間に基準温度差があることを検知すると、まず、
血液ポンプ２２を制御して、その正回転の駆動を停止する。動脈側血液回路２１Ａ内にお
いて、ダイアライザ２３へ向かう順方向の血液の送出動作が停止することになる。この際
、透析装置２の録画開始部Ｆ２４が、上述の実施形態と同様に、血液温度と体表面温度と
の間に基準温度差があることを検知し、サーモグラフィ装置１によって順次撮像されるサ
ーモグラフィの表示及び録画の処理を開始する（図９のステップＳ２０１、Ｓ２０２を参
照）。
【００７７】
　次に、制御装置２５は、所定の期間（例えば数秒や数十秒程度）、血液ポンプ２２を逆
回転するように制御して、血液回路２１内の血液を、脱血口である患者Ｐの動脈側の穿刺
部へ向かう逆方向へ送出する。体表面温度と基準温度差を有するように温度調節された血
液が、動脈側の穿刺部から患者Ｐの血管内へ導入されることになる。制御装置２５は、所
定時間が経過すると、血液ポンプ２２を正回転するように制御して、正方向の血液の送出
動作を開始する。中断していた血液透析が再開されることになる。
【００７８】
　以上説明した本変形例では、血液温度と体表面温度との間に基準温度差があることが検
知されると、サーモグラフィの録画が自動開始されるとともに、血液ポンプ２２が制御さ
れて、温度調節された血液が動脈側の穿刺部から一時的に患者Ｐの血管内へ導入された。
温度調節された血液は、皮下の血管内を、動脈側の穿刺部から静脈側の穿刺部を通過して
中枢へ向かって移動することになる。本変形例によれば、体表面温度と基準温度差を有す
る血液がより末梢側の穿刺部から血管に導入されるため、より広範囲の血管を観察可能な
サーモグラフィを簡単に撮像することができる。
【符号の説明】
【００７９】
　１　　サーモグラフィ装置
　１０　赤外線カメラモジュール
　２　　透析装置
　２１　血液回路
　２１Ａ　動脈側血液回路
　２１Ｂ　静脈側血液回路
　２２　血液ポンプ
　２３　ダイアライザ
　２４　血液温度センサ（温度センサ）
　２５　制御装置（撮像支援装置）
　２６　透析液供給装置
　２７　透析液供給路
　２９　透析液加温器（透析液の温度調節機構）
　Ｐ　　患者
　Ｔ　　サーモグラフィ装置
　Ａ１　動脈
　Ｖ１　静脈
　Ｗ１　通信線
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